
 
 

令和７年度事業計画 

 

１．基本方針 

 栗原市シルバー人材センター（以下「センター」という。）では、「自主・自立、共働・共

助」の基本理念のもと、高年齢者の豊富な経験・技術・知識等を活かして「福祉の受け手か

ら、社会の担い手」として健康と生きがいを求め、「公共の福祉に貢献」、「地域社会づくりへの

貢献」を目的に事業推進してきました。 

 人口減少、少子高齢化が進展し、高齢者のより一層の活躍が期待される中で、シルバー人材

センターは、人生１００年時代を見据え、地域の高齢者が就業を通じて地域社会に貢献し、高

齢者の生きがいや居場所づくりとして重要な役割を担っており、地域の特色や実情を踏まえて

積極的な取り組みを強化していく必要があります。 

 全国シルバー人材センター事業協会（以下「全シ協」という。）では、平成２６年度から「会

員１００万人達成計画」を策定し、会員拡大を最重点課題として取り組んできましたが、令和

２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響もあり会員の減少が続いたものの、令和６年度

の計画最終年に至っても減少基調となっています。 

当センターにおいても令和６年度を目標年次とした「第２次・シルバー人材センター事業活

性化計画」を策定し会員拡大に努めてきましたが社会情勢の変化、コロナ禍の影響等から減少

基調が続いていましたが令和６年度では横ばいから回復の兆候が見られる状況にあります。こ

のような状況を踏まえ、センターでは、全シ協が掲げる「新たな仲間づくり計画～１０万人の

増加を目指して！～」を指針とした中期計画を策定し会員数の拡大に向けた取組を推進しま

す。また、引き続き女性会員拡大、退会者抑制に努めるとともに、少子高齢化、地域における

人手不足、国の高齢者就業施策の方向性を踏まえ、元気で意欲あふれる高齢者が、その能力を

十分に発揮し、年齢にかかわりなく活躍できるようセンター事業を推進します。 

令和６年１１月に施行された「フリーランス法」の趣旨を踏まえて国から示された新たな契

約方法への移行に伴い、業務の効率化が急務となります。 

特に、デジタル社会の到来を念頭に、スマホを活用した業務連絡や Webシステムの導入等デ

ジタル技術を活用した業務の効率化は、フリーランス新法で求められる発注者の責務を果たす

上でも重要となることから、会員のデジタルリテラシー（デジタル技術を理解し活用する能

力）の向上を目指します。 

なお、令和７年度はセンター設立から２０年を迎えることから記念事業に取り組むことと

し、「自主・自立、共働・共助」の基本理念のもと更なる事業展開を進めていきます。 

 

２．重点事項 

（１）会員の拡大と普及啓発事業 

（２）就業機会の拡充・強化 

（３）安全・適正就業の推進 

（４）派遣事業の推進 

（５）健全な事業運営と財務基盤の強化 

（６）技術支援の講習会 



 
 

（７）会員のデジタルリテラシーの向上 

（８）２０周年記念事業 

 

３．具体的な事業実施 

（１）会員の拡大と普及啓発事業 

会員の加入状況は、５１５人(２月末)と令和６年度の目標値５５０人を下回る結果となっ

ているものの減少基調から回復の兆しがみられます。 

令和９年度を目標とするシルバー人材センター事業活性化計画書を策定し新たな目標に向

けて会員拡大を図ることとし、地域社会のニーズを踏まえた積極的な就業により、センター

が地域住民の期待に応えることができるよう事業推進します。 

１）活動計画を明確化し、会員の拡大と普及啓発を推進します。 

２）会員拡大と普及啓発の方法については、新聞折り込みによるチラシ発行、広報等を活用

した会員募集、ホームページに「入会説明会」の日程等を掲載、会員による新規会員の勧

誘運動（一人一会員の勧誘）を積極的に推進します。 

３）シルバー事業を活性化するためには女性会員の拡大が重要であるため、シルバー人材セ

ンターのＰＲと、会員募集のイベント等を企画し会員拡大を図ります。 

４）女性会員等の拡大に繋がる夫婦会員の会費割引を継続します。 

５）年間を通した入会促進を図るため、入会説明会は毎月開催します。 

６）普及啓発の促進として、各地区においてボランティア奉仕活動を実施します。 

 

（２）就業機会の拡充・強化 

シルバー人材センター事業の自立促進のためには、会員の就業機会の更なる拡大が必要不

可欠です。地域のニーズを的確に把握し、民間企業、福祉施設、一般家庭や公共機関からの

就業機会の拡充を推進します。 

１）活動計画を明確化し就業機会の拡充強化を推進する。職員はもとより、会員が営業マン

として就業先等で、次の仕事に繋がる情報の提供や、誠意ある丁寧な仕事で大きな信頼を

得ることにより、受注の増加に繋げられるような就業を推進します。 

２）一般家庭での仕事の引受け等のチラシによる就業拡大の推進を図ります。 

３）既存業種の内容分析により繁忙期の解析、女性会員向けの職域拡大、更には、新たな業

種や冬場における就業先の確保を図ります。  

４）福祉施設及び事業所等において、請負が可能な就業の拡大を図ります。 

 

（３）安全・適正就業の推進 

会員が就業する上で、安全で安心なシルバー事業の展開を図ることが重要であるため、安

全就業ガイドラインによる安全作業の徹底を図り、各種の安全対策等を周知する。また、安

全就業適正委員によるパトロールを強化し「安全は全てに優先する」を合言葉に、就業中の

事故撲滅を図り、更に、健康に関する講習会等の開催により安全意識の向上を目指します。 

事故発生時には、その都度検証を行い再発防止に努めます。 

１）就業中の事故防止について 



 
 

ア．安全適正就業委員会による安全啓発の推進、及び、安全パトロール等の実施により安全

就業の周知徹底を図ります。 

イ．屋外作業による保護具、ヘルメット等の着用徹底を図ります。 

ウ．声がけ運動、作業開始前のミーティング及び、就業報告書裏面のチェック項目に沿っ

て、「健康・服装・保護具・周囲の状況・その他」について、「指差し呼称点検」を実施し安

全就業の徹底を図ります。 

エ．夏場の水分補給等、熱中症対策の徹底を図ります。 

オ．蜂刺され対策（作業前の現場確認、適正な服装、オニヤンマを模したグッツの利用)を徹   

底します。 

カ．草刈作業での飛散防止ネット活用を徹底し安全操作講習会を実施します。 

キ．植木剪定作業での「安全帽」、「安全ベルト」等保護具着用を徹底します。 

ク．運転就業者の職業運転者講習の実施及び安全運転マニュアルの遵守を徹底します。 

２）安全意識に関することについて 

ア．「安全だより」による季節的な安全作業の呼びかけ、安全情報等の周知を図ります。 

イ．草刈作業等の就業時に「安全就業中(草刈作業、植木剪定)」の、のぼり旗と看板を作業

現場に立て安全意識の徹底を図ります。 

ウ．「安全スローガン」の募集により安全意識及び安全啓蒙を高めます。 

エ．安全就業講習会（交通安全等）を開催し安全意識の向上を図ります。 

オ．無事故チャレンジ運動を実施します。 

カ．健康診断の受診呼びかけを実施します。 

キ．安全就業推進大会の開催により安全就業の徹底と、会員相互の交流を図ります。 

 

（４）派遣事業の推進 

会員の就業ニーズの変革や女性の活躍推進や人手不足企業への支援を目的として、現役世

代が安心して働けるよう下支えとしての取組みを図るとともに、厚生労働省が示す「シルバ

ー人材センター適正就業ガイドライン」に基づき、適正就業の推進を図ります。 

１）企業等のニーズを的確に把握することで就業開拓を推進します。 

２）派遣事業の就業形態による適正就業を推進します。 

３）派遣会員の安全就業及び労働安全衛生等の研修・講習会等を実施します。 

   （必須講習として、職業運転者講習、交通安全・健康診断受診等） 

４）運転業務会員へ「運転業務に係る安全就業基準」を周知します。 

５）週２０時間以上の業務拡大は、派遣先の要望により宮城県知事の許可を得て該当事業所

と協議を進めながら週２８時間を上限として拡大します。 

６）派遣元事業所として、労働安全衛生法に基づくストレスチェック等の健康保持に係る検

査を実施します。 

 

（５）健全な財務運営と財務基盤の強化 

国庫補助金の限度額算定の方法が見直されたことに伴い、減額を余儀なくされていること

を踏まえ、徹底した経費節減に取り組む必要があります。 



 
 

１）財務状況を分析し、業務実施方法等の見直しを行い、経費節減に努める事業推進により

安定的な経営基盤の確立を図ります。 

２）国庫補助体系に合わせた事業推進により、財政基盤の強化を図ります。 

３）会員のデジタル活用の定着と普及を促すため、スマホ教室等を開催し、業務連絡等にス

マホを活用し、業務の効率化を進めるとともに、通信費等の経費軽減を図ります。 

 

（６）技術支援の講習会 

専門的な技術の会員が減少傾向にあるので、当該会員が培った技術、経験、ノウハウ等を

経験の浅い会員へ継承育成を図ります。 

１）植木剪定講習会 

２）草刈機械等安全操作講習会 

３）清掃スタッフ技術講習会 

４）障子・網戸張り講習会 

５）運転就業者の職業運転者講習 

６）救急救命講習会 

 

（７）会員のデジタルリテラシーの向上 

令和６年１１月にフリーランス法が施行され、令和７年度から包括的契約に移行すること

となりますが、法が定める「業務委託する際の就業条件明示等」に適切に対応する必要があ

ります。 

１）スマホを活用したデジタル機能の強化 

煩雑な事務処理が発生することから、就業条件の作成明示に係る一連の事務処理をオンラ

インで完結できるよう事務の効率化を図ります。 

 ２）スマホ教室等の開催 

就業依頼、就業条件の明示及び配分金明細等を電子データーで取り扱うことで業務の効率

化と郵送等の経費節減が見込まれることから、会員サイト「スマイルトゥスマイル」の登

録推進を図るため、その機能を十分に活用できるようデジタルリテラシーの向上に資する

事業を展開します。 

 

（８）２０周年記念事業 

センターは、平成１７年４月１日に５地区（若柳、栗駒、瀬峰、鶯沢、高清水）が合併し

設立され、令和７年４月に２０年を迎えることになります。この、２０年という記念すべき

節目を迎えることから記念事業に取り組むこととします。 


